
 

 

 

〒132-8501 江戸川区中央1-4-1 【電話】03-5662-0525 
 

【お申込み・お問い合わせ】 江戸川区 産業経済部 経営支援課 相談係 

詳しくは裏面をご覧ください 
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製品・材料等の試作、 

測定、分析等を行う 

ための機器利用に 

かかる費用 

 

製品・材料等の試験、

測定、分析等にかかる

費用 

 

デザインや設計、各 

種加工、試作、性能 

評価等のサポートに 

かかる費用 

助成対象経費の２分の 1 以内・限度額１０万円／社 

区内中小企業者が自社の製品及び技術開発力の向上を図るため、公設試験研

究機関や大学、高等専門学校の依頼試験等を利用する場合の経費の一部を助

成します。 

助成対象者 

助 成 金 額 

区内中小企業者（個人事業者にあっては、住所及び主たる事業所が区内にあること。） 

 

製品・技術に関する 

専門的な相談を行う 

際にかかる費用 

助成対象機関 国や地方公共団体が設立した研究機関及び大学等 
(例：(地独)東京都立産業技術研究センター、(国研)産業技術総合研究所 など) 

 



  

 
 

区内中小企業者が自社の製品及び技術開発力の向上を図るため、公設試験研究機関や大学、

高等専門学校の依頼試験等を利用する場合の経費の一部を助成します。 
 

助成対象経費 

(1)依頼試験 
製品・材料等の試験・測定・分析等に係る経費 

(2)試験機器の利用 
 製品・材料等の試作、測定、分析等を行うための機器利用に係る経費 
(3)開発支援 
デザイン・設計・各種加工・試作・性能評価等のサポートに係る経費 

(4)技術相談 
製品・技術に関する専門的な相談を行う際に係る費用 

※ 間接経費（消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等）は対象になりません。 

申 込 資 格  

以下の全ての条件を満たすことが必要です。 
(1)中小企業基本法(昭和36年法律第154号)第2条に規定する中小企業 

者であること 
(2)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び

個人事業税)を滞納していないこと。 
(3)江戸川区内に本社（個人事業者にあっては住所及び主たる事業所）を有すること。 
(4)対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けて

いないこと。 

助  成  率 助成対象経費の２分の 1 以内 

助成限度額  １０万円／社 

提 出 書 類 

(1) 助成金交付申請兼請求書 
(2) 事業所概要 
(3) 試験・機器等経費内訳書 
(4) 助成事業の利用及び支援を受けたことが確認できるもの 
(5) 経費を支払った請求書及び領収書等の写し 
(6) 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書（個人事業者の場合は

住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書） 
(7) 個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し 

※直近の確定申告書の写しは、事業所の所在地がわかるもので、かつ、税務署の受付印のある

ものとする。電子申告を利用した場合は、税務署の受付印に代えて、税務署から送信された

受付結果（受信通知）を出力したものを添付すること。 

※電子申請のご利用ができるようになりました。 

助成の流れ 

(1) 事業の実施  
(2) 申請書類提出  

（申請書類は区ホームページからダウンロードできます。） 
(3) 助成金交付決定（助成金交付決定通知書を送付します。） 
(4) 助成金の交付（ご指定の口座に振り込みます。） 

お問い合わせ先 

（受付窓口） 

江戸川区 産業経済部 経営支援課 相談係 
（江戸川区役所 東棟１階） 

電話 03-5662-0525 
 
 
 

 
江戸川区 公設試験研究機関等利用促進助成金 検索 
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